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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象物内部の対象部位を保持する保持部材と、
　連結部材を介して前記保持部材を牽引するアンカーと、
を備え、
　前記保持部材は、前記対象部位に対して閉曲線で接触する接触部と、前記接触部を閉じ
たときに閉空間を形成する中空部と、を有する吸盤部を備え、
　前記吸盤部は、前記中空部を負圧にするための負圧化手段を有すること、及び
　前記アンカーは磁気アンカーであって、前記外部磁界により移動可能であることを特徴
とする内視鏡用保持装置。
【請求項２】
　前記負圧化手段は、前記中空部を形成する壁面の一部に形成した弾性変形部である請求
項１記載の内視鏡用保持装置。
【請求項３】
　前記弾性変形部を吸引して前記中空部内を負圧とする吸引部を備える請求項２記載の内
視鏡用保持装置。
【請求項４】
　前記負圧化手段は、前記接触部を閉じる閉止膜であって、前記中空部内部はあらかじめ
負圧にされている請求項１記載の内視鏡用保持装置。
【請求項５】
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　前記閉止膜は、酵素により溶融可能である請求項４記載の内視鏡用保持装置。
【請求項６】
　前記中空部の外囲の少なくとも一部に、熱によって収縮して前記中空部内の容積を減少
させる環状の締め付け部が配置されている請求項１～請求項５のいずれか１項記載の内視
鏡用保持装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡観察下で病変部を切除する際に、磁界によって誘導可能な磁気アンカ
ーを用いて、患者の病変部を保持するための内視鏡用保持装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡を用いた手術の一態様として従来磁気アンカーを用いて病変部を持ち上げて切除
する手法が知られている。この手法では、磁気アンカーと、病変部を把持するクリップと
を患者体内に導入し、これを病変部切除の際の病変部把持に用いていた。
【０００３】
　しかし、この例では鋭利な先端形状を有するクリップで病変部を把持するため、病変部
およびその周辺部を不必要に傷つけるおそれがあった。
【０００４】
【特許文献１】特願２００２－２６８２３９号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　そこで本発明の目的は、患者体内の病変部およびその周辺部を不必要に傷つけるおそれ
の少ない内視鏡用保持装置及び磁気アンカー遠隔誘導システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記問題点を解決するために、本発明の内視鏡用保持装置においては、対象物内部の対
象部位を保持する保持部材と、連結部材を介して保持部材を牽引するアンカーと、を備え
、保持部材は、対象部位に対して閉曲線で接触する接触部と、接触部を閉じたときに閉空
間を形成する中空部と、を有する吸盤部を備え、前記吸盤部は、前記中空部を負圧にする
ための負圧化手段を有すること、及び前記アンカーは磁気アンカーであって、外部磁界に
より移動可能であることを特徴としている。
【０００７】
　負圧化手段を、前記吸盤部の中空部を形成する壁面の一部に形成した弾性変形部とする
ことが好ましい。
【０００８】
　弾性変形部を吸引して中空部内を負圧とする吸引部を備えることが好ましい。
【０００９】
　前記負圧手段として、接触部を閉止膜により閉じて、中空部内部をあらかじめ負圧にす
る構成も可能であり、閉止膜は、酵素により溶融可能であることが好ましい。

                                                                                
  
【００１０】
　中空部の外囲の少なくとも一部に、熱によって収縮して中空部内の容積を減少させる環
状の締め付け部が配置すると対称部位の保持が確実となるので好ましい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
＜第１実施形態＞
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（１）構成
　以下、本発明に係る第１実施形態を図面を参照しつつ詳しく説明する。第１実施形態に
係る内視鏡用保持装置１は、保持部材１０、磁気アンカー３０、連結部材２０等を有する
。
【００１６】
　図１及び図２に示す磁気アンカー３０は球状の強磁性体からなる。磁気アンカー３０に
用いられる磁性体としては、例えば、純鉄、鉄合金のほか、プラチナマグネット、希土類
磁石、テルビウム・ディスプロシウム・鉄合金などの磁石がある。
【００１７】
　磁気アンカー３０には磁気アンカー３０と保持部材１０とを連結するための線状の連結
部材２０の一端が固定されている。連結部材２０は、剛体、弾性材料、柔軟材料のいずれ
でもよく、バネ、ゴム等も使用することができる。連結部材２０の他端は保持部材１０に
固定されている。
【００１８】
　図２、図３に詳細を示す保持部材１０は、患者（対象物）体内の病変部（対象部位）７
０（図１）を吸引吸着して、病変部７０の少なくとも一部を中空のその内部に保持可能な
吸盤部１１を有する。
【００１９】
　吸盤部１１は、一方が開口（接触部）１１ａとなった有底の略円筒状弾性材料からなり
、その内壁１１ｂには、内部に保持した病変部７０が抜け落ちることを防止するための突
起部１１ｃが設けられ、外周（外囲）１１ｄの上部には、保持部材１０の内部を負圧とす
るための吸引部２６の先端が螺合可能な吸引部材連結部１１ｅが設けられている。開口１
１ａが病変部７０に対してその形状で定まる閉曲線で接触すると、開口１１ａが閉じられ
た吸盤部１１の内部（中空部）１４に閉空間が形成される。突起部１１ｃは、吸盤部１１
の底面１１ｆに向けて突出した輪状形状をなしている。
【００２０】
　底面１１ｆの中央部分は、吸盤部１１を構成する材料より弾性率が低く、かつ、吸盤部
１１より薄い弾性材料からなるバルーン（負圧化手段、弾性変形部）１２で構成されてい
る（図３）。なお、バルーン１２は、吸盤部１１を構成する材料よりも変形しやすければ
、弾性率が低くなくてもよいし、吸盤部１１と同じ若しくは厚い材料で構成されていても
よい。
【００２１】
　さらに、外周１１ｄ下部にはリング状の熱収縮材料からなる締め付け部１３が配置され
ている。熱収縮材料としては、例えば、加熱することにより元の形状にもどる形状記憶材
料を用いることができる。加熱することによって締め付け部１３が収縮すると、弾性を有
する吸盤部１１も変形する（図３（ｂ））。よって、円形の開口１１ａの内径を小さく収
縮させることができる。締め付け部１３により病変部７０を吸盤部１１内部に受容したと
きに、突起部１１ｃの作用と相俟って病変部７０の抜け落ち防止の効果をさらに向上させ
ることができる。
【００２２】
　図３（ａ）に示すように、弾性を有する吸引部２６は、その先端部２６ａの内面に吸盤
部１１の吸引部材連結部１１ｅと螺合する連結部２６ｂを備えている。図４に示すように
、吸引部２６は真空ポンプ２７に接続されたチューブ２８に連結可能であり、連結状態で
真空ポンプ２７を駆動することにより吸引部２６内を負圧にすることができる。
【００２３】
　一方、磁気アンカー遠隔誘導システム５０は、磁気アンカー３０を体外において吸引制
御する（磁気アンカー３０を移動可能とする）磁気誘導部材５２を有する。磁気誘導部材
５２は、鉄心にコイルを巻いた構造の電磁石５２cを基体５２ａ上に配置したものである
（図５）。なお、磁気誘導部材５２は、永久磁石と電磁石の組み合わせでもよく、また、
永久磁石と電磁石を２個以上組み合わせても良い。
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【００２４】
　以上の磁気誘導部材５２は、図５に示すように、患者８０が横たわったベッド５６を上
から囲むようにして配置されたフレーム／レール（一平面内移動機構）５４上に擦動可能
に電磁石５２ｃが患者８０に対向するように載置されている。このフレーム／レール５４
は一平面内において平行に配置されたＵ字状の二本のレール５４ａ、５４ｂからなり、ベ
ッド５６の床板５６ａの幅方向に平行に、二つのＸＹステージ（一方向移動機構）５８の
間に掛け渡されている。また、二つのＸＹステージ５８は、フレーム／レール５４が設け
られた平面と直交する方向に相対移動可能である。以上の構成により、磁気誘導部材５２
は、基体５２ａがフレーム／レール５４と擦動して二つのＸＹステージ５８間を移動する
ことができる。なお、磁気誘導部材５２は、フレーム／レール５４の平行な二本のレール
５４ａ、５４ｂのうち患者８０に近い側のレール５４ａに配置されている。
【００２５】
　フレーム／レール５４の患者８０から遠い側のレール５４ｂには、フレーム／レール５
４全体の重量バランスを保つためのカウンターウエイト６０がレール５４ｂ上を擦動可能
に配置されている。カウンターウエイト６０は、磁気誘導部材５２の位置に応じて、その
位置を変更する。例えば、磁気誘導部材５２が患者８０の正面にあるときは、カウンター
ウエイト６０は患者８０の背面に配置し、磁気誘導部材５２が患者８０の背面にあるとき
は、カウンターウエイト６０は患者８０の正面に配置して、フレーム／レール５４全体の
重量バランスをとっている。
【００２６】
　以上のように磁気誘導部材５２、ＸＹステージ５８、フレーム／レール５４等を配置し
たことにより、病変部７０切除のために最適な位置に磁気誘導部材５２を配置することが
できる。したがって、病変部を切除しやすいように持ち上げるために、磁気アンカー３０
及び保持部材１０を吸引して、これらを適切な位置に配置することが可能である。
【００２７】
（２）切除術実施の準備
　磁気アンカー遠隔誘導システム５０を用いた切除術の実施に先立っては、まず、局所麻
酔を施した患者８０をベッド５６上に横たわらせる。このときフレーム／レール５４は、
ＸＹステージ５８によって患者８０の頭部８０ａが来る側に退避してあり、磁気誘導部材
５２及びカウンターウエイト６０は所定の位置に配置されている。患者８０がベッド５６
に横たわると、ＸＹステージ５８を操作することによってフレーム／レール５４を患者８
０の患部の正面に配置し、つづいてフレーム／レール５４上で擦動させることによって磁
気誘導部材５２を切除術開始時の位置に配置する。
【００２８】
（３）磁気アンカー３０、保持部材１０及び連結部材２０の体内への導入操作
　磁気アンカー３０、保持部材１０及び連結部材２０の体内への導入について図６～図８
を参照しつつ説明する。図７及び図８は、内視鏡４１の先端部４３の拡大図とともに表し
ている。なお、本実施形態においては内視鏡４１全体の説明は省略する。
【００２９】
　患者８０の体内外には、あらかじめオーバーチューブ４５を挿入しておき、このオーバ
ーチューブ４５を介して内視鏡４１の挿入部を繰り返し出し入れする。挿入部の先端部４
３には、病変部７０の切除時にエア及び浄水を送るための送気送水ノズル４３ａ、切除部
及びその周辺を照らすための照明窓４３ｂ、切除部及びその周辺を観察するために対物レ
ンズを配置した観察窓４３ｃ、並びに鉗子チャネル４３ｄが設けられている。
【００３０】
　以上の保持部材１０、磁気アンカー３０、連結部材２０の患者８０体内への導入は、こ
の鉗子チャネル４３ｄに挿通された導入管４２を用いて行う。すなわち、あらかじめ螺合
連結された吸引部２６と保持部材１０、及び、保持部材１０に固定された連結部材２０を
導入管４２内に順に配置し、連結部材２０に連結された磁気アンカー３０を導入管４２の
先端４２ａに当接するように配置する。この状態の導入管４２を鉗子チャネル４３ｄから
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先端部４３内に挿通させて、後端４２ｂを鉗子挿入口４１ａから外部へ延出させて、内視
鏡４１内に配置する。このとき、吸引部２６は後端４２ｂから外部に延出しており、延出
した吸引部２６の先端部２６ａを導入管４２へ出し入れすることによって保持部材１０及
び磁気アンカー３０を患者８０の体内へ配置する事ができ、また、先端部２６ａを捻るこ
とにより吸引部２６と保持部材１０との螺合を解除することができる。
【００３１】
　図７に示すように、保持部材１０は、吸引部２６を操作することによって鉗子チャネル
４３ｄから患者８０体内へ押し出して、病変部７０に接触または近接させる。この状態で
、チューブ２８を介して吸引部２６を真空ポンプ２７に接続して真空ポンプ２７を駆動す
ると、吸引部２６内は負圧となるためバルーン１２は吸引部２６内に引き込まれる。する
と、吸盤部１１内も負圧となるため、病変部７０は吸盤部１１内に引き込まれる。その後
、吸引部２６を捻ることによって、吸引部２６と吸盤部１１との螺合を解除し、吸引部２
６を導入管４２から引き抜く。
【００３２】
　突起部１１ｃが設けられていることにより病変部７０の抜け落ちが防止されているため
、吸引部２６と吸盤部１１との螺合を解除しても病変部７０は吸盤部１１内で保持される
。また、鉗子チャネル４３ｄから温水を噴出させて締め付け部１３を加熱収縮させておく
と、開口１１ａの内径が小さくなるため、抜け落ちの防止の効果を高くすることができる
（図３（ｂ））。なお、以上の操作中は磁気誘導部材５２から発生する磁界を弱めにして
おくと作業がしやすい。
【００３３】
　つづいて、磁気誘導部材５２の発生磁界を強めることによって、磁気アンカー３０を吸
引して連結部材２０が張りつめた状態とする（図８参照）。このように連結部材２０の状
態を調整することによって、磁気誘導部材５２の動きが保持部材１０まで伝わりやすくな
るため、磁界を調整することによって病変部７０を所望量だけ持ち上げることが容易にで
きる。
【００３４】
　以上のように構成した磁気アンカー遠隔誘導システムにおいては、病変部７０を十分高
く持ち上げることができるため、病変部７０と正常組織との境界の切除部分を十分とるこ
とができ、病変部７０が扁平な形状であっても、切除部分を作りだすことができる。また
、任意の位置に保持部材１０を配置できるため、切除した病変部７０により内視鏡の視界
が妨げられることがない。
【００３５】
（４）切除術のステップ
　以上のように構成した磁気アンカー誘導システムを用いた病変部７０の切除工程につい
て説明する。図８及び図９は、本実施形態に係る磁気アンカー遠隔誘導システム５０を用
いた病変部７０の切除工程を示す図である。
【００３６】
　まず、病変部７０の周辺から粘膜下層７１に挿入した注射針で生理食塩水を注入して、
病変部７０を固有筋層７２から浮き上がらせておく。また、磁気誘導部材５２を病変部７
０付近のあらかじめ設定した位置に配置する。この状態で、病変部７０を切除するのに最
も適した位置に上述のように保持部材１０をセットする。このようにセットすると、病変
部７０は磁気誘導部材５２と磁気アンカー３０との間の吸引力により持ち上げられるが、
病変部７０の持ち上げ量が不足するまたは大きすぎる場合は、磁気誘導部材５２の位置を
ずらしたり磁気誘導部材５２の発生する磁界を弱めることによって調整する。
【００３７】
　つづいて、高周波メス４６などの切開具を鉗子チャネル４３ｄから体内に導入し、病変
部７０を粘膜とともに端部７０ａから切除していく。このとき、病変部７０は保持部材１
０により持ち上げられているため、切除部分を十分とることができ、すでに切除した病変
部７０が固有筋層７２上に落ち込むことも防ぐことができる。また、磁気誘導部材５２の



(6) JP 4514183 B2 2010.7.28

10

20

30

40

50

位置を徐々にずらすことにより切除された病変部７０をさらに持ち上げることができるた
め、高周波メス４６の先端位置４６ａの確認が容易となり切除作業をスムーズに行うこと
ができる。
【００３８】
　また、以上のように切除作業を終えると、保持部材１０に病変部７０が取り付いた状態
で磁気アンカー３０が磁気誘導部材５２に引き寄せられるため、病変部７０が紛失するこ
とも防ぐことができる。切除した病変部７０を回収する場合は、連結されたままの磁気ア
ンカー３０、保持部材１０、連結部材２０及び病変部７０の一部分を鉗子チャネル４３ｄ
から挿入した把持鉗子４０（図１０）で把持した状態で、磁気誘導部材５２への電流の供
給を止めて、そのまま内視鏡４１を抜き去ることにより回収する。その後、縫合、消毒な
どの処置を行う。
【００３９】
　なお、磁気アンカー３０は、重力を用いて牽引してもよい。
【００４０】
＜第２実施形態＞
　つづいて、本発明の第２実施形態を図面を参照しつつ詳しく説明する。第２実施形態に
係る内視鏡用保持装置１００は、保持部材１１０、連結部材１２０、磁気アンカー１３０
を有する。なお、第２実施形態においては、第１実施形態と同じ部材については同じ参照
符号を使用する。
【００４１】
　図１１に詳細を示す保持部材１１０は、患者８０体内の病変部７０（図１２）を吸着し
て、病変部７０の少なくとも一部をその内部に保持可能な吸盤部１１１を有する。
【００４２】
　吸盤部１１１は、一方が開口（接触部）１１１ａとなった有底の略円筒状弾性材料から
なり、その内壁１１１ｂには、内部に保持した病変部７０が抜け落ちることを防止するた
めの突起部１１１ｃが設けられている。開口１１１ａは病変部７０に対してその形状で定
まる閉曲線で接触する。突起部１１１ｃは、吸盤部１１１の底面１１１ｆに向けて突出し
た輪状形状をなしている。
【００４３】
　保持部材１１０の外周１１１ｄ下部にはリング状の熱収縮材料からなる締め付け部１１
３が固定されている。熱収縮材料としては、例えば加熱することにより元の形状にもどる
形状記憶材料を用いることができる。加熱することによって締め付け部１１３が収縮する
と、弾性を有する吸盤部１１１も変形するのは、第１実施形態において締め付け部１３が
収縮すると吸盤部１１も変形するのと同様である。よって、円形の開口１１１ａの内径を
小さく収縮することができる。病変部７０を吸盤部１１１内部に受容したときは、突起部
１１１ｃの作用と相俟って病変部７０の抜け落ち防止の効果をさらに向上させることがで
きる。
【００４４】
　また、吸盤部１１１の上面１１１ｇには連結部材１２０を連結させるための孔部１１１
ｈが設けられている。
【００４５】
　吸盤部１１１は、あらかじめ内部を負圧にし、この状態を保ちつつ患者８０体内に導入
する。
　まず、吸盤部１１１を負圧にするには、保持部材１１０を真空チャンバー（不図示）に
入れ、これに接続された真空装置（不図示）によって真空チャンバー内を負圧にする。こ
れにより、真空チャンバー内の保持部材１１０の吸盤部１１１内も負圧となる。
【００４６】
　この状態で、真空チャンバー内で開口１１１ａに溶融膜（閉止膜）１１２を接着固定す
ることによって開口１１１ａを封止する。すると、開口１１１ａが閉じられた吸盤部１１
１の内部（中空部）１１４に閉空間が形成される。溶融膜１１２は、負圧状態の保持部材
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１１０を大気圧に戻しても破れない程度の強度を有している。また、溶融膜１１２は、患
者８０の胃液等の臓器からの分泌液に含まれる酵素（例えば、ペプシノーゲン、キモシン
（レニン、凝乳酵素）、リパーゼ、ペプシノーゲンＢ、Ｃ、Ｄ、ガストリクシン）によっ
て溶融する物質（例えばタンパク質、寒天）から構成されている。したがって、吸盤部１
１１は患者８０体内への導入中では負圧を保つことができ、かつ、胃などの病変部７０に
溶融膜１１２を押し当てて密着させると病変部７０表面を濡らしている胃液等により溶融
膜１１２は溶融し、吸盤部１１１内の負圧により病変部７０は吸盤部１１１内に引き込ま
れる。
【００４７】
　一方、第２実施形態における磁気アンカー１３０は球状の強磁性体からなる本体部１３
０ａに連結部材１２０と連結するための孔部１３０ｂを設けた構成となっている（図１５
）。磁気アンカー１３０に用いられる磁性体としては、例えば、純鉄、鉄合金のほか、プ
ラチナマグネット、希土類磁石、テルビウム・ディスプロシウム・鉄合金などの磁石があ
る。
【００４８】
　磁気アンカー１３０と保持部材１１０とを連結する連結部材１２０は、本体部１２０ａ
の両端にフック部１２０ｂ、１２０ｃを備えている。連結は、フック部１２０ｂ、１２０
ｃのそれぞれに磁気アンカー１３０の孔部１３０ｂ及び保持部材１１０の孔部１１１ｈを
掛けることによって行う。１２０ａは、剛体、弾性材料、柔軟材料のいずれでもよく、バ
ネ、ゴム等も使用することができ、フック部１２０ｂ、１２０ｃに繰り出し機構を設けて
長さを調整できるようにしてもよい。なお、連結部材１２０をつかわずに、保持部材１１
０と磁気アンカー１３０を直接連結する構成でもよく、保持部材１１０と磁気アンカー１
３０を一体で形成してもよい。
【００４９】
　磁気アンカー１３０の吸引制御は、第１実施形態と同様に磁気アンカー遠隔誘導システ
ム５０を用いて行う。
【００５０】
　つづいて、磁気アンカー１３０、保持部材１１０及び連結部材１２０の体内への導入に
ついて図１２～１５を参照しつつ説明する。
　保持部材１１０、連結部材１２０、磁気アンカー１３０の患者８０体内への導入は、あ
らかじめ患者８０体内に挿入されたオーバーチューブ４５内に内視鏡４１の挿入部を繰り
返し出し入れすることによって行う。保持部材１１０、連結部材１２０、磁気アンカー１
３０は、内視鏡４１の先端部４３の鉗子チャネル４３ｄに挿通された把持鉗子４０に把持
された状態で、オーバーチューブ４５内を挿通されて患者８０体内に導入される。
【００５１】
　まず保持部材１１０の孔部１１１ｈを把持した把持鉗子４０が鉗子チャネル４３ｄから
挿通された内視鏡４１をオーバーチューブ４５内に挿入して、図１２に示すように保持部
材１１０を体内に導入する。次に、鉗子挿入口４１ａから延出した把持鉗子４０を操作す
ることにより、保持部材１１０の溶融膜１１２を病変部７０の所望位置に密着させる。す
ると、溶融膜１１２は、病変部７０表面を濡らしている胃液等により溶融し、吸盤部１１
１内の負圧により病変部７０は吸盤部１１１内に引き込まれる（図１３）。
【００５２】
　突起部１１１ｃが設けられていることにより病変部７０の抜け落ちが防止されているた
め、病変部７０は吸盤部１１１内で保持される。また、鉗子チャネル４３ｄから温水を噴
出させて締め付け部１１３を加熱収縮させておくと、開口１１１ａの内径が小さくなるた
め、抜け落ちの防止の効果を高めることができる（図１３）。
【００５３】
　つづいて、内視鏡４１をいったん引き抜いて、連結部材１２０を把持した把持鉗子４０
が鉗子チャネル４３ｄから挿通された状態の内視鏡４１を再びオーバーチューブ４５内に
挿入することにより、図１４に示すように連結部材１２０を体内に導入する。次に、鉗子
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挿入口４１ａから延出した把持鉗子４０を操作することにより、フック部１２０ｃを孔部
１１１ｈに掛け止める（図１５参照）。
【００５４】
　最後に、内視鏡４１をいったん引き抜いて、磁気アンカー１３０の孔部１３０ｂを把持
した把持鉗子４０が鉗子チャネル４３ｄから挿通された状態の内視鏡４１を再びオーバー
チューブ４５内に挿入することにより、図１５に示すように磁気アンカー１３０を体内に
導入する。次に、鉗子挿入口４１ａから延出した把持鉗子４０を操作することにより、孔
部１３０ｂをフック部１２０ｂに掛け止めて（図１６）、磁気アンカー磁気アンカー１３
０、保持部材１１０及び連結部材１２０の体内への導入を終了する。つづいて、磁気誘導
部材５２の発生磁界を強めることによって、磁気アンカー１３０を吸引して連結部材１２
０が張りつめた状態とする（図１６）。このように連結部材１２０の状態を調整すること
によって、磁気誘導部材５２の動きが保持部材１１０まで伝わりやすくなるため、磁界を
調整することによって病変部７０を所望量だけ持ち上げることが容易にできる。
【００５５】
　つづいて、高周波メス４６などの切開具を鉗子チャネル４３ｄから体内に導入し、病変
部７０を粘膜とともに端部７０ａから切除していくのは第１実施形態と同様である。
【００５６】
　切除した病変部７０の回収は、連結されたままの磁気アンカー３０、保持部材１０、連
結部材２０及び病変部７０の一部分を鉗子チャネル４３ｄから挿入した把持鉗子４０で把
持した状態で、磁気誘導部材５２への電流の供給を止めて、そのまま内視鏡４１を抜き去
ることにより回収する。その後、縫合、消毒などの処置を行う。
【００５７】
　なお、その他の構成、作用、効果は第１実施形態と同様である。
【００５８】
　本発明について上記実施形態を参照しつつ説明したが、本発明は上記実施形態に限定さ
れるものではなく、改良の目的または本発明の思想の範囲内において改良または変更が可
能である。
【産業上の利用可能性】
【００５９】
　以上説明したように、本発明によると、従来のクリップに代えて患部を吸引して保持す
る保持部材を採用することにより、患者体内の病変部およびその周辺部を不必要に傷つけ
るおそれの少ない内視鏡用保持装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本発明の第１実施形態に係る内視鏡用保持装置が患者体内に配置されたときの状
態を示す図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係る内視鏡用保持装置の構成を示す図であり、（ａ）は
平面図、（ｂ）は側面図である。
【図３】本発明の第１実施形態に係る保持部材の構成を示す図２のIII－III線における鉛
直方向断面図であり、（ａ）は吸引具が連結された状態、（ｂ）はバルーンが吸引され、
締め付け部材が収縮された状態を示している。
【図４】本発明の第１実施形態に係る内視鏡用保持装置を内視鏡にセットしたときの状態
を示す図である。
【図５】病変部の切除を行うときの患者を載せたベッド、磁気誘導部材等の配置を患者の
頭部側から見た図である。
【図６】本発明の第１実施形態に係る内視鏡用保持装置を導入管にセットしたときの導入
管内の配置を示す図である。
【図７】本発明の第１実施形態に係る内視鏡用保持装置の体内への導入の様子を示す図で
ある。
【図８】本発明の第１実施形態に係る内視鏡用保持装置を用いた病変部の切除工程を示す
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図である。
【図９】本発明の第１実施形態に係る内視鏡用保持装置を用いた病変部の切除工程を示す
図である。
【図１０】本発明の第１実施形態に係る内視鏡用保持装置を用いた病変部の切除後の状態
を示す図である。
【図１１】本発明の第２実施形態に係る保持部材の構成を示す図であり、（ａ）は側面図
、（ｂ）は（ａ）の線ＸＩＢ－ＸＩＢにおける断面図である。
【図１２】本発明の第２実施形態に係る保持部材を患者体内に導入した状態を示す図であ
る。
【図１３】本発明の第２実施形態に係る保持部材の内部に病変部を吸引した状態を示す図
１１（ａ）の線ＸＩＢ－ＸＩＢにおける断面図である。
【図１４】本発明の第２実施形態に係る連結部材を患者体内に導入した状態を示す図であ
る。
【図１５】本発明の第２実施形態に係る磁気アンカーを患者体内に導入した状態を示す図
である。
【図１６】本発明の第２実施形態に係る内視鏡用保持装置を用いた病変部の切除工程を示
す図である。
【符号の説明】
【００６１】
１　　　内視鏡用保持装置
１０　　保持部材
１１　　吸盤部
１１ａ　開口（接触部）
１１ｄ　外周（外囲）
１２　　バルーン（負圧化手段、弾性変形部）
１３　　締め付け部
１４　　内部（中空部）
２０　　連結部材
３０　　磁気アンカー（アンカー）
５０　　磁気アンカー遠隔誘導システム
７０　　病変部（対象部位）
８０　　患者（対象物）
１００　内視鏡用保持装置
１１０　保持部材
１１１　吸盤部
１１２　溶融膜（閉止膜）
１１３　締め付け部
１２０　連結部材
１３０　磁気アンカー（アンカー）
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摘要(译)

要解决的问题：提供一种内窥镜保持装置，其几乎不可能无损地损坏患者内部部分及其周边部分中的病变部分，并提供磁锚远程引
导系统。 ŽSOLUTION：该装置包括用于将物体区域保持在物体中的保持构件;和用于通过连接构件拉动保持构件的锚。保持构件设
置有抽吸部分，该抽吸部分包括通过闭合曲线与目标区域接触的接触部分;当接触部分闭合时，用于形成封闭空间的中空部分。 Ž
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